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人口と世帯数 平成２３年２月１日現在

脅住民基本台帳登録数　　　　 　前月比
　男　　　 ８９，２６６人　　　　　 ２３人減
　女　　　 ９０，４２１人　　　　　 １８人減
　計　　　１７９，６８７人　　　　　 ４１人減
世帯数　 ８１，７２８世帯　　　　 １９世帯減
脅外国人登録数　　　　　　　 ４，２５９人
合計（住民基本台帳登録数＋外国人登録数）　１８３，９４６人

市民税・都民税の申告に必要な書類

●平成２３年度市民税・都民税申告書が郵送されてきた方は、その申告書・
印鑑（認め印）
　
●平成２２年１月から１２月までの所得を証明する書類（給与所得者は勤務先
が発行した源泉徴収票または給与支払いの明細など、公的年金などの受給
者は年金支払者から送付された源泉徴収票、その他所得のある方は収支内
訳書や支払調書など）
　
●社会保険料（国民健康保険、国民年金、介護保険など）の支払証明書、
領収書
　※国民年金保険料の控除を受ける方は「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」などの提出がないと、控除の適用ができません。

　
●生命保険料・地震保険料の控除証明書
　
●医療費控除を受ける方は医療費の領収書と補てん金額についてわかる書類
　※かかった人ごと、医療機関ごとに事前に計算を済ませておいてください。
　
●障害者控除を受ける方は、障害者手帳やそれを証明できるもの
　
●勤労学生控除を受ける方は、在学証明書やそれを証明できるもの

　※控除の内容が源泉徴収票に記載されている場合は、書類不要です。
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第３１回こだいら市民
駅伝が行われました

　今年で３１回目を迎えた「こだいら市民駅伝」が２月
６日（日）に行われました。今大会は過去最多となる
１２８チームが出場し、たすきをつなぎました。大会当
日は天候にも恵まれ、選手たちの力走を見ることがで
きました。また、選手たちは沿道からのたくさんの声
援に励まされ、多くの新記録を樹立しました。

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月　

日（
金
）

２５

　

午
後
５
時
～
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
第
４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第

８
期
）

※
納
付
は
、
２
月　

日
２８

（
月
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
平
成　

年
度
課
税
分
は

２２

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
納
付
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
納
税
通
知
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

 ２月

今月の夜
間
納
税
窓
口

２
月　

日（
金
）に
開
設

２５

３月１５日（火）まで

怯
市
役
所
２
階
会
議
室
で

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

２３

民
税
の
申
告
を
３
月　

日（
火
）

１５

ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

期
限
間
近
に
な
る
と
受
付
窓

口
が
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の

で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
勤
務
先
か
ら
小
平
市

へ
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が

あ
る
方
や
、
税
務
署
へ
確
定
申

告
を
す
る
方
は
、
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

 　

平
成　

年
中
に
所
得
の
な
か

２２

っ
た
方
で
も
、
非
課
税
証
明
書

の
発
行
、
国
民
健
康
保
険
税
軽

減
措
置
な
ど
の
基
礎
資
料
と
な

り
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
裏
面

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

所
得
の
な
か
っ
た
方
も

申

告

を
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告
し
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く
だ
さ
い
。

 
と　
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月
曜
～
金
曜
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午

前
９
時
～　

時　

分
、
午
後
１

１１

３０

時
～
４
時

▽
２
月　

日
の
土
曜
日　

午
前

２６

９
時
～　

時　

分

１１

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
２
０
１

会
議
室

※
申
告
書
は
東
部
・
西
部
出
張

申

告

の

受

付
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所
や
送
付
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２

 　

税
理
士
に
よ
る
個
人
事
業
者

向
け
確
定
申
告
相
談
会
で
す
。

日　

程　

▽
２
月　

日
（
金
）

２５

　

午
前　

時
～
午
後
４
時
…
東

１０

部
市
民
セ
ン
タ
ー

▽
３
月
３
日（
木
）～　

日（
金
）

１１

　

午
前
９
時　

分
～
午
後
４
時

３０

…
小
平
商
工
会

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
予

約
不
要
。

問
合
せ　

小
平
商
工
会
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０４２
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４
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３
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個
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業
者
向
け

確
定
申
告
相
談
会
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申
告
書
の
提
出
・
納
付
期
限　

▽
所
得
税
・
贈
与
税
…
３
月　
１５

日
（
火
）

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
…
３
月　

日
３１

（
木
）

　

申
告
書
は
、
ｅ
們
Ｔ
ａ
ｘ
や

郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
る
送

正
し
く
作
成
し

期
限
内
に
提
出
を

-

/

.
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付
、
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱

に
投
か
ん
す
る
こ
と
で
提
出
で

き
ま
す
（
贈
与
税
は
利
用
で
き

ま
せ
ん
）。
詳
し
く
は
、
国
税

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:

//w
w
w
.nta.go.jp

）
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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２
月　

日
・　

日
の

２０

２７

日
曜
日　

午
前
９
時
～
午
後
５

時内　

容　

申
告
書
作
成
の
ア
ド

バ
イ
ス
お
よ
び
申
告
書
の
受
付

※
国
税
の
領
収
・
納
税
証
明
書

の
発
行
お
よ
び
電
話
で
の
相
談

は
行
い
ま
せ
ん
。

 　

所
得
税
・
消
費
税
な
ど
の
確

日
曜
窓
口
を
開
設
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ホ
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確
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で
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定
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算

書
・
収
支
内
訳
書
・
贈
与
税
の

申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
・
印
刷
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
印
刷
し

た
確
定
申
告
書
等（
白
黒
も
可
）

を
、
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ｅ
們
Ｔ

ａ
ｘ（http://w

w
w
.e-ta

x.nta.go.jp

）
を
利
用
す
る

と
、
作
成
し
た
申
告
書
デ
ー
タ

（
贈
与
税
を
除
く
）
に
電
子
証

明
書
を
添
付
し
て
、
そ
の
ま
ま

送
信
・
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

 　

新
規
で
利
用
す
る
場
合
は
、

納
期
限
ま
で
に
手
続
き
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成　

年
分
の
振
替
納
付
日　

２２

▽
所
得
税
…
４
月　

日
（
金
）

２２

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地

方
消
費
税
…
４
月　

日
（
水
）

２７

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署
緯　
０４２
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３
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６
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納

税

に

は

口
座
振
替
の
ご
利
用
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怯
施
設
見
学

　

昨
年
稼
働
し
た
日
本
初
の
下

水
汚
泥
を
ガ
ス
発
電
に
利
用
す

る
発
電
炉
な
ど
を
見
学
し
、
市

内
の
下
水
が
ど
の
よ
う
に
処

理
、
再
利
用
さ
れ
て
い
る
か
確

か
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

と　

き　

３
月
７
日
（
月
）

集　

合　

午
後
１
時
、
市
役
所

正
面
玄
関
前

※
解
散
は
午
後
４
時
ご
ろ
。

※
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
利
用
。

と
こ
ろ　

東
京
都
清
瀬
水
再
生

セ
ン
タ
ー
、
汚
泥
ガ
ス
化
炉
施

設費　

用　

無
料

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

定　

員　
　

人
２０

持
ち
物　

筆
記
用
具
、
飲
み
物

ほ
か

申
込
み　

３
月
４
日
（
金
）
ま

で
に
、
電
話
、
電
子
メ
ー
ル（
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
）

で
、
環
境
保
全
課
へ
（
申
込
み

多
数
の
場
合
は
抽
選
）緯　
（
３
０４２

４
６
）
９
５
３
６
、
死kank

yohozen@
city.kodair

a.lg.jp 第
５
回
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環
境
学
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市
で
は
、
耐
震
改
修
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
、
省
エ
ネ
改
修

を
行
っ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
固

定
資
産
税
の
減
額
を
行
っ
て
い

ま
す
（
左
表
参
照
）。

　

減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、

原
則
、
改
修
工
事
完
了
後
３
か

月
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。

要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
５

耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
を
し
た

住
宅
の
固
定
資
産
税
を
減
額

耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合の減額措置
省エネ改修バリアフリー改修

・平成２０年１月１日以前に建築
された住宅

・一定の要件を満たし（省エネ基
準適合工事の証明が必要）、費
用が３０万円以上の熱損失防止
改修を施工

・平成１９年１月１日以前に建築された住宅
・６５歳以上の方、要介護または要支援認定を受
けている方、障がいのある方のいずれかが居
住している

・一定の要件を満たし、費用が３０万円以上（補
助金などを除く）のバリアフリー改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間
１戸あたり１２０釈の床面積相当分
までの家屋にかかる固定資産税
の３分の１を減額

１戸あたり１００釈の床面積相当分（賃貸部分を除
く）までの家屋にかかる固定資産税の３分の１
を減額

減税額

　※耐震改修による減額および新築住宅軽減との重複した適用は不可。

耐　　震　　改　　修
・昭和５７年１月１日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし（耐震基準適合工事の証明
が必要）、費用が３０万円以上の耐震改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で２年間）期　間
１戸あたり１２０釈の床面積相当分までの、家屋にかかる固定資産税の２分の１を減額減税額

　※いずれの改修も原則として、工事の完了後３か月以内に必要書類を添付した申請が必要です。


